
新規事業採択時評価結果（平成１８年度新規事業化箇所） 

 

事業の概要 

 

事業名 一般国道１３６号 雲見
く も み

～松崎
まつざき

拡幅 
事業 

区分 
 一般国道 

事業 

主体 
 静岡県 

起終点 
起点：静岡

しずおか

県 賀茂
か も

郡 松崎町
まつざきちょう

 雲見
く も み

 

終点：静岡
しずおか

県 賀茂
か も

郡 松崎町
まつざきちょう

 道部
み ち ぶ

 
延長  ６．５ｋｍ 

事業概要  

一般国道１３６号は、静岡県下田
し も だ

市を起点とし、伊豆
い ず

西海岸を経由して静岡県三島
み し ま

市に至る延長約１３３ｋ

ｍの幹線道路である。伊豆東海岸の一般国道１３５号及び伊豆半島中央を走る一般国道４１４号とともに伊豆

半島の道路網の骨格を成す重要な路線であり、第１次緊急輸送路、半島振興法における半島循環道路にも指定

されている。また、沿線の松崎港は平成１２年に「特定地域振興重要港湾」に指定され、平成２０年代前半を

目途に観光、物流の新拠点として整備が進められている。 

雲見～松崎拡幅は、一般国道１３６号の狭隘区間を解消し、安全で円滑な交通確保を目的とした延長約６．

５ｋｍの道路改築事業である。 

事業の目的、必要性  

雲見～松崎拡幅は、幅員狭小なすれ違い困難箇所において観光シーズンを中心に発生している渋滞を解消す

るとともに、連続雨量による事前通行規制区間の解消を目指す。また、県内の第１次緊急輸送路上に残されて

いる最大の未改良区間集中箇所であり、災害時における伊豆半島西南地域の孤立化防止、高度医療機関へのア

クセス向上など、地域の産業、経済、住民生活に大きく寄与するものである。 

全体事業費   ５２億円 計画交通量 ２，９４２台／日 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
関係する地方公共団体等の意見  

 雲見～松崎拡幅は、観光シーズンを中心に発生する渋滞と事前通行規制区間の解消を期待されているととも

に、地元としては、観光地である地域の魅力を最大限に活かすことができる道路の早期整備を要望しており、

現道を活用した道路整備が地域の活性化に寄与するものと考えている。 

松崎町長（H17.2）、伊豆縦貫西伊豆ｱｸｾｽ道路建設促進期成同盟会（H17.12）、三浦同志会（H17.4） 

 
事業採択の前提条件  

 費用対便益：便益が費用を上回っている。 

事業評価結果 

 

総費用 億円 総便益 億円 基準年  

Ｂ／Ｃ １．５ 
事業費： 億円 

維持管理費： 億円 

走行時間短縮便益： 億円 

走行費用減少便益： 億円 

交通事故減少便益： 億円 

平成１７年 

交通量変動 B/C=  ― （交通量 ― ％） B/C=  ― （交通量 ― ％） 

事業費変動 B/C=  ― （事業費 ― ％） B/C=  ― （事業費 ― ％） 

費
用
対
便
益 

感度分析の結果 

事業期間変動 B/C=  ― （事業期間 ―  ％） B/C=  ― （事業期間 ―  ％） 

評価項目 評価 根拠 

狭隘部におけるすれ違い待ちの渋滞が解消される 

渋滞対策 ○ 

【渋滞損失時間の改善】約１１万人時/年 ⇒ 約５万人時/年 

【1kmあたり（台kmあたり）渋滞損失時間】約１．６万人時/年ｋｍ（現況） 

  静岡県平均：約４．３万人時/年ｋｍ （約０．４倍） 

  全国平均 ：約２．０万人時/年ｋｍ （約０．８倍） 

【渋滞度曲線】静岡県内センサス区間：596位/890 

 

－ 

事故対策 － 
 

                    

－ 

 

自
動
車
や
歩
行
者
へ
の
影
響 

歩行空間 － 
 

－ 

 

住民生活 ○ 高度医療機関への到達時間が短縮される（雲見地区：２４分→１９分） 

地域経済 ○
観光・物流の新拠点として整備中の特定地域振興重要港湾「松崎港」との連絡強化、及び 

沿線の観光地へのアクセス向上により、観光交流客数の増加、地域経済の活性化への支援。

災 害 ○
第１次緊急輸送路としての機能強化（Ｈ８防災点検要対策箇所：２１箇所の対策完了） 

連続雨量による事前交通規制区間（通行注意１００ｍｍ、通行止め１２０ｍｍ）の緩和。 

環 境 －                     － 

事
業
の
影
響 

社
会
全
体
へ
の
影
響 

地域社会 ○
富士箱根伊豆国立公園の第１種、第２種特別地域および名勝「伊豆西南海岸」の区域内道路

のため、道路整備によりこれら観光資源活用の促進。 

事業実施環境 － － 

採択の理由 
 費用便益が１．５であり、事業採択の前提条件を確認。 

 当該事業に実施により、事前通行規制区間の解消、高度医療機関へのアクセス強化が図られるとともに、第一

次緊急輸送道路としての機能向上が見込まれ、事業効果が高いと判断できる。 

 以上により、本事業を採択した。 

 

 
 

担 当 課：道路局国道・防災課 

担当課長名：鈴木 克宗     

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
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